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●若者が選挙に行かないとどうなる?
若者の声や意見が届かず、政治に反映されにくくなってしまう。

　その結果、学生支援や子育て支援などの若者のための政策が後回しにされるかもしれない。
　選挙権の年齢要件が満20歳から満18歳に引き下げられたのには、「もっと若者の意見を政治に反映させたい」「若者に
未来の日本の在り方を決める政治に関与してもらいたい」という意図があります。
　これから皆さんに与えられる権利を無駄にせず、将来の社会・生活のために、真剣に考え投票しましょう。

　皆さんが18歳になると、わたしたちの代表を選挙で選ぶこ
とができる権利、「選挙権」を持つことになります。選挙権は、
皆さんの声を政治に反映させることのできる大切な権利です。
　しかし、権利には、それを正しく行使する責任が伴います。選
挙権を持つということは、同時に社会の一員としての責任を負
うということでもあります。
　社会や生活のことを真剣に考えて、投票しましょう。

あなたの声を政治に届けよう! !

選挙権を持つのは、もうすぐです!!

明るい選挙って

なに？

●「選挙」では、本当にみんなの代表にふさわしいか、よく見て自分で判断し、
すすんで投票することがとても大切なことです。

●お金やプレゼントをもらったから、その人に投票したとしても、「自分」の
意志を伝えたことにはなりません。

●みんなが政治に関心を持って、すすんで投票に参加し、ルールに違反する
ことなく選挙が行われることを「明るい選挙」といいます。

明るい選挙は、明るい未来をつくる基本となるものです。

令和５年度

明るい選挙
啓発ポスター
コンクール

（中学生の部）

令和6年度版

ぼくは選挙の
めいすいくん。
明るい選挙推進
（みんなが参加して、

違反のない、きれいな選挙）の
イメージキャラクターだよ。

ぼくの体は投票箱、頭の
線は投票用紙を入れると
ころ、しっぽは鍵になって
いるんだよ。体は明るい
太陽の色の黄色、明日を
照らす、明るい選挙をイ
メージしているんだ。

H28参院選後の総務省「18歳選挙権に関する意識調査」
（18～20歳までの男女1,000人に行ったインターネット調査より）

子どもの頃に親の投票についていったことの
ある人・ない人の投票参加の比較

選挙の主役はわた
したちだ！

山形市立第四中学校２年
　　すずき　  あきえ
鈴木 陽絵さんの作品

米沢市立第五中学校３年
　　　　 いとう　あい

伊藤 愛さんの作品

山形市立第五中学校１年
まんねん　　　　  の
萬年 よし乃さんの作品

上山市立北中学校３年
　　 ほりえ　  はるひ
堀江 陽日さんの作品

酒田市立第三中学校１年
さいとう　　なつこ
齋藤 菜津子さんの作品

南陽市立沖郷中学校３年
　　 たけだ　 ゆうな
竹田 結菜さんの作品

山形市立第二中学校２年
　　こばやし　 りこ
小林 凛子さんの作品

保護者の皆さまへ
　山形県では、選挙への関心を高め、明るい選挙意識を推進するために、小学校５年生、中学校１年

生、高校３年生を対象に選挙啓発パンフレットを配布しております。ご家庭でも一緒にご覧いただ

き、ご活用いただきますよう、お願い申し上げます。

　また、18歳未満のお子さんを選挙に同伴することができます。国の調査の結果、下の図のとおり、

子どもの頃に親の投票についていったことがあると、将来の投票率が高くなることがわかってい

ます。親子連れ投票へのご理解とご協力をお願いいたします。

★親子連れ投票のルールについて、お子さんとご確認ください。
•投票用紙への記載や投票箱への投函はできない。

•選挙人から離れない。

•大声を出したり、走ったりしない。

選挙○×クイズの答え　　問１ ×　　　問２ ○　　　問３ ×　　　問４ ×　　　問５ ×

一緒に投票所に入場できるのは、
18歳未満の子どもです。

明るい選挙のイメージキャラクター
選挙のめいすいくん

右のグラフのとおり、

親子連れ投票は

子どもの将来の投票に

つながっています。



券 場
入

20

30

40

50

60

70

70
代
前
半

70
代
後
半

80
歳
以
上

60
代
後
半

60
代
前
半

50
代
後
半

50
代
前
半

40
代
後
半

40
代
前
半

30
代
後
半

30
代
前
半

20
代
後
半

20
代
前
半

18
・
19
歳

0

20

40

60

80

100

県投票率と県18・19歳投票率の推移

R３知事選 R３衆院選 R４参院選 R５県議選

62.94 64.34 61.87

50.9652.37
48.58

38.54
34.10

県投票率　　　　　　　　　県18・19歳投票率

年齢別推計投票率 （県内）※令和４年参議院議員選挙
単位：％

単位：％

順位

１

２

３

４

５

投票率

47.24

46.79

46.22

45.97

44.80

40.49

都道府県

山　形

愛　知

山　梨

北海道

新　潟

全国平均

第48回衆議院議員総選挙における
10代の都道府県別投票率ベスト５順

位

１

２

３

４

５

64.07

62.56

60.71

60.64

60.57

53.68

山形

新潟

山梨

島根

秋田

全国平均

最近の国政選挙における都道府県別投票率ベスト５
第48回衆議院
議員総選挙
（H29.10.22）
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全国平均

第25回参議院
議員通常選挙
（R1.7.21）

順
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山形
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第49回衆議院
議員総選挙
（R3.10.31）

順

位

１

２

３

４
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61.87

57.70
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56.23
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山形

長野

東京

島根

山梨

全国平均

第26回参議院
議員通常選挙
（R4.7.10）

投票所の様子 投票率の状況

選挙豆知識
投票日に投票に行けなくても大丈夫!  期日前投票と不在者投票
仕事などの用事があったり、住んでいる地域以外の場所にいたりして、投票日に投票所に行くこと
ができない場合も、次の方法で投票することができます。

仕事などの用事があって、投票日に投票所に行けない人が、投票日の前にお住まいの市町村の役所・役場
などで投票できる制度です。
投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。

仕事などの用事があって、投票日に投票所に行けない人で、選挙期間中、住んでいる地域以外の場所に滞在し
ている人が、投票日の前に滞在先の市町村の役所・役場などで投票できる制度です。投票できる時間は、原則
として滞在先の市町村の役所・役場の執務時間内です。

期日前投票

不在者投票

選挙のめいすいくんの妹
「メイちゃん」

正解は、
リーフレットのどこかに
記載しているから、
探してみてね！

まだ18歳になっていないみんなも、
親などの選挙権を持っている人と一緒であれば、

投票所に入ることができるよ！

選挙の種類 （R5.10.1現在）

明るい選挙についての動画は
こちらから→

選挙の種類

衆議院議員
小選挙区

選 挙 区

比例代表

比例代表

R1.7.21
R4.7.10参議院議員

山 形 県 知 事 選 挙

R5.4.9

R7.10.30 R3.10.31

R7.2.13 R3.1.24

R7.7.28
R10.7.25

R9.4.29 17選挙区

比例代表（全国）

山形県選挙区

比例代表（東北ブロック）

小選挙区
山形県第１区～第３区

山形県議会議員選挙

市 町 村 長 選 挙

市町村議会議員選挙

任期 任期満了日 前回執行日 選挙区

４年

（解散制度）あり

６年

（３年毎に）半数改選

４年

４年

４年

４年

１ 調べてみよう
①前回の参議院選挙は、（　　）年（　　）月
（　　）日に行われ、山形県の投票率は
　（　　）％で全国（　　）位でした。
②年齢別に見ると、一番低いのは（　　）
で、一番高いのは（　　）です。

③このときの18・19歳の投票率は（　　）％
で全国（　　）位です。

２ 話し合ってみよう
　投票率の状況を見て、わかったことを５つ
以上、話し合ってまとめてみよう。

探究コーナー

投票管理者・・・・・投票所の事務をしき監督する最高責任者です。
投票立会人・・・・・投票が公正に行われているか監督する人たちです（２～５人います）。
名簿対照係・・・・・投票できる人かどうかを名簿で確認します。
投票用紙交付係・・投票用紙を渡します。

問１ 日本の内閣総理大臣は国民による直接選挙で選出されます。　　　　　　　 □
問２ 海外には、満16歳以上の国民に選挙権が与えられる国があります。　　　　□
問３ どうしても選挙に行けない場合、家族が代わりに行くことができます。　　 □
問４ 選挙で得票数が同数になった場合、決選投票を行い、当選人を決定します。 □
問５ 全体の投票率が30％を下回った場合、選挙が無効になります。　　　　　　□

選挙○×クイズに挑戦してみよう！

受付

入口 出口

②投票所入場券を渡して本
人であることの確認を受け
た後、投票用紙を受け取る。

③投票用紙に候補者
１人の名前を書く。

④投票箱に投票
用紙を入れる。

①投票所入場券を
持って投票所に行く。

投票記載台

投票立会人

名簿対照係

投票管理者 投票立会人

投票箱

投票用紙交付係


